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○鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住宅のスマート化及び再生可能エネルギー等の有効利用の促進と脱炭素社会

の実現に寄与するため、市内の住宅に新たにスマートエネルギー関連設備を設置した者に対し、

予算の範囲内で住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、市内の住宅（共同住宅、店舗・

事務所等との併用住宅（以下「共同住宅等」という）を含む。）に、別表１に掲げるスマートエ

ネルギー関連設備（以下「補助対象設備」という。）を新たに設置する事業であって、次に掲げ

るすべての要件に適合するものとする。 

（１） 補助対象設備は、すべて未使用品であること。 

（２） 補助対象設備を共同住宅等に設置する場合は、居室部分で使用することとし、共用部

分で使用しないこと。 

（補助対象者） 

第３条 補助金を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、以下の要件のいずれ

かに該当する者とする。 

（１） 自らが居住する市内の住宅に補助対象設備を設置し、かつ、当該補助対象設備を所有

し、自ら使用する者 

（２） 市内に所有する住宅に補助対象設備を設置し、かつ、当該補助対象設備を所有し、他

者に居住の目的で当該住宅を貸し出す者 

（３） 建売住宅供給者等によって補助対象設備が設置された市内の建売住宅を取得する場合

は、当該建売住宅を取得し、かつ、自ら居住する者 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者は、次に掲げるすべての要件を満たしていなければなら

ない。 

（１） 鎌倉市の市税を滞納していないこと。交付申請後に滞納が判明した場合は、判明した

時点で速やかに滞納分を納付すること。 

（２） 住宅用太陽光発電システムを設置する場合においては、自ら又は同居する者が電力会

社と電灯契約を締結すること。ただし、前項第２号に該当する場合は、住宅を借り受けた者

が当該契約を締結すること。 
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（３） １つの補助対象設備に対して複数の申請をしていないこと。 

（４） １つの補助対象設備に対して国の重点対策加速化事業に係る補助金の申請をしていな

いこと。 

（５） 前項第１号及び第３号に該当する場合、補助事業の完了から申請年度の３月31日まで

に当該住宅に居住を行っていること。ただし、３月31日が市の休日に当たるときはその休日

の前日をもってその期限とみなす。 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業を実施するために

必要な経費であって、別表２に掲げるものとする。 

２ 前項の経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとする。 

（補助額の算出方法等） 

第５条 補助額は、別表３のとおりとする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。 

（申請書の提出期限日等） 

第６条 補助対象者が、補助金の交付申請をする場合は、次の書類を補助対象設備の設置工事の着

工前又は補助対象設備の設置された建売住宅の引渡し前に、市長に提出しなければならない。な

お、申請期間は申請年度の４月１日から３月１日までとする。ただし、３月１日が市の休日に当

たるときはその休日の前日をもってその期限とみなす。 

(１) 鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金交付申請書（第１号様式） 

(２) 事業計画書（第１号様式別紙１） 

(３) 補助対象設備の工事請負契約書の写し又は補助対象設備付き建売住宅売買契約書の写し

（引渡予定日が記載されているもの）又はこれに代わるもの 

(４) 前号の書類に補助対象設備ごとの経費が記載されていない場合はその内訳書等、経費の内

訳を証するもの 

(５) 補助対象設備を設置する住宅の登記事項証明書（原本又は写し）又は登記情報提供サービ

スで取得した不動産登記情報に係る全部事項（住宅を新築する場合又は建売住宅を取得する場

合は建築確認済証又はこれに代わるもの） 

(６) 補助対象設備の設置場所の地図 

(７) 別表３ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）等加算の条件の場合は、補助対象者
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が申請を行う年度の対象となる補助金に申請していることを確認できる書類（交付申請書等）

の写し 

(８) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、先着順に受け付けるものとし、補助金の交付申請額の合計が予算額

に達した日（以下「予算到達日」という。）をもって、申請の受付を終了する。 

３ 前項の規定にかかわらず、予算到達日に複数の申請があった場合は、当該複数の申請について

抽選を行い、補助金の予算残額の範囲内で受理する申請を決定する。 

４ 予算到達日の申請であって、受理した時点で申請額が予算残額を上回る場合、交付額の上限は

交付額確定時点での予算残額とする。 

５ 申請した内容に変更が生じた場合は市長に対し申し出るものとする。ただし、補助事業変更に

より交付申請額を増額することはできない。 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の

可否を決定し、次の様式により通知するものとする。 

(１) 交付を決定したとき。 

鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金交付決定通知書（第２号様式） 

(２) 不交付決定したとき。 

鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金不交付決定通知書（第３号様

式） 

（事業の実施） 

第８条 第６条の申請を行った者は、申請が受理された後に、次のとおり補助事業を実施しなけれ

ばならない。 

(１) 補助事業が補助対象設備の設置工事を伴う場合は、当該設置工事の着工 

(２) 建売住宅供給者等によって補助対象設備が設置された建売住宅を取得する場合は、当該住

宅の引渡し 

（事業の変更等） 

第９条 交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助事業の内容の変更、又は中

止をしようとする場合は、速やかに市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業変更

により交付申請額を増額することはできない。 

２ 事業が事業完了予定日までに完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業
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の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（変更の申請） 

第10条 前条第１項の規定により市長の変更の承認を受けようとする場合は、鎌倉市住宅用再生可

能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金変更承認申請書（第４号様式）を、市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、変更が適当であると認めたと

きは、鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金変更承認通知書（第５号様

式）により、変更が適当であると認めなかったときは、鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エ

ネ機器等設置費補助金変更不承認通知書（第６号様式）により、通知するものとする。 

３ 前条第１項の規定により市長の中止の承認を受けようとする場合は、鎌倉市住宅用再生可能エ

ネルギー・省エネ機器等設置費補助金中止承認申請書（第７号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

４ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、中止が適当であると認めたと

きは、鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金中止承認通知書（第８号様

式）により、中止が適当であると認めなかったときは、鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エ

ネ機器等設置費補助金中止不承認通知書（第９号様式）により、通知するものとする。 

（状況報告及び調査） 

第11条 市長は、必要に応じて補助対象者から補助事業の遂行の状況の報告を求め、又は調査する

ことができる。 

（実績報告） 

第12条 交付決定者は、補助事業完了日から２箇月以内又は申請年度の３月31日のいずれか早い期

日までに、次のとおり、補助金実績報告書に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならな

い。ただし、当該期日が市の休日に当たるときは、その休日の前日をもってその期限とみなす。 

(１) 鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金実績報告書（第10号様式） 

(２) 事業結果報告書（第10号様式別紙１） 

(３) 補助金振込先の口座名義人(フリガナ)、金融機関名及び店名、預金の種類、口座番号が記

載されている部分の通帳等の写し（補助金振込み先は、申請者本人名義の口座に限る。） 

(４) 補助事業に係る領収書等の写し 

(５) 第６条に規定する補助金交付申請で示した補助事業費に変更がある場合は、内訳書等、経

費の内訳を証するもの 
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(６) 設置完了証明書（第10号様式別紙２） 

(７) 補助事業の対象設備に住宅用太陽光発電システムを含む場合は、再生可能エネルギーの固

定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の事業認定を証する書類（以下「認

定通知書」という。）の写し（ただし、実績報告の提出期限までに、認定通知書の発行を受け

られない場合は、認定通知書未受領に関する申出書に代えることができる。この場合、補助対

象者が申請した年度の翌年度までに、認定通知書の写しを提出することとする。） 

(８) 補助事業により設置した機器の出荷証明書の写し又は保証書の写し若しくはこれに代わる

もの。ただし、住宅用太陽光発電システムを除く。 

(９) 住宅用太陽光発電システムを設置した場合は、太陽電池モジュールの製造者又は販売者が

発行する出力対比表の写し（製造者又は販売者が出力対比表を発行しない場合は、市が指定す

る出力対比表（第10号様式別紙３）に記載の上、製造番号票の写しを添付したもの） 

(10) 補助対象設備設置後の補助対象設備の外観、数量、製造番号が確認できる完成写真 

(11) 第６条に規定する申請の際に、補助対象設備を設置した住宅の登記事項証明書又は登記情

報提供サービスで取得した不動産登記情報に係る全部事項を提出できなかった場合は、登記事

項証明書（原本又は写し）又は登記情報提供サービスで取得した不動産登記情報に係る全部事

項。 

ただし、実績報告時に登記が完了していない場合は、登記申請書の受領証の写し 

(12) 別表３ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）等加算の条件の場合は、補助対象者

が申請を行う年度の対象となる補助金の確定通知書の写し、又は事業の実施が確認できる書類

（実績報告書等）の写し 

(13) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する事業完了の日は、次のいずれか最も遅い日とする。 

(１) 補助事業が補助対象設備の設置工事を伴う場合は、当該設置工事が完了した日（設置業者

が行う試運転をした日を含む） 

(２) 補助対象設備が設置された住宅を取得する場合は、当該住宅の引渡しを受けた日 

(３) 補助対象設備を設置した住宅又は当該補助対象設備の代金支払完了日 

３ 第１項に規定する実績報告は、やむを得ない理由により補助金実績報告書及び添付資料の一部

又は全部の提出が遅延する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（補助金交付額の確定及び支払い） 

第13条 市長は、前条の規定に基づいて提出された書類の内容を審査し、補助金交付が適当と認め
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たときは、速やかに補助金交付額を確定し、鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設

置費補助金交付額確定通知書（第11号様式）により交付決定者へ通知し、当該補助金を交付する

ものとする。 

（管理等） 

第14条 補助金の交付を受けた者は、当該補助対象設備等を善良なる注意をもって管理しなければ

ならない。 

（財産処分の制限等） 

第15条 補助金の交付を受けた者は、別表４に掲げる期間を経過するまでの間に当該補助対象設備

等を処分しようとする場合は、鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等処分承認申請書

（第12号様式）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、処分承認の可否について、鎌倉市住宅

用再生可能エネルギー・省エネ機器等処分承認決定通知書（第13号様式）により、当該交付を受

けた者に通知するものとする。 

（決定の取消し及び補助金の返還） 

第16条 市長は、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれか

に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められたとき。 

(４) 第12条に規定する提出期限までに、補助金実績報告書の提出が無いとき。 

(５) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）等加算を受けた場合、別表３ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）等加算の条件に適合しなくなったとき。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定又は補助金の交付を取消すときは鎌倉市住宅用

再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金交付決定取消通知書（第14号様式）により通知

する。 

３ 市長は、第１項の規定による交付決定の取消しをした場合、既に補助金交付をしているときは

交付した補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。ただし、天災地変その他交付を

受けた者の責めに帰することのできない理由があるときは、この限りでない。 

（暴力団の排除） 

第17条 鎌倉市暴力団排除条例（平成23年10月鎌倉市条例第11号）第８条の規定に基づき、次の各
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号いずれかに該当するものは、補助対象者としない。 

(１) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 

(２) 法第２条第２号に規定する暴力団。 

(３) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者。 

(４) 法人でその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相

談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、

取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）

のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係

を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者。 

２ 市長は、必要に応じて補助金交付申請者又は補助金交付の決定を受けた者が、前項各号のいず

れかに該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行なうことができる。 

ただし、該当確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、神奈川県警察本

部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。 

３ 市長は、補助金交付の決定を受けた者が、第１項各号のいずれかに該当するときは、交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 市長は、前項の規定により、交付決定を取消すときは鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エ

ネ機器等設置費補助金交付決定取消通知書（第14号様式）により通知する。 

（その他の事項） 

第18条 この要綱に定めのないものについては、鎌倉市補助金等に係る予算の執行に関する取扱要

綱（昭和41年２月告示第23号）の定めるところによる。 

２ その他必要な事項については、市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成26年４月22日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

付 則（平成30年３月29日市長決裁） 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第12条の改正規定は決裁の日から施行す
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る。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年５月11日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表１ 補助対象設備 

設備の種類 設置条件 補助対象設備 

住宅用太陽光発電シス

テム 

左の設備の一つ以

上を設置すること 

以下の要件を満たす設備。 

１．太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディ

ショナの定格出力が10ｋＷ未満のもの 

２．再生可能エネルギーの固定買い取り制度に基

づく事業計画認定を受けるもので、一般社団法

人太陽光発電協会の太陽光パネル形式登録リス

トに申請時点で掲載されているもの 

家庭用燃料電池システ

ム（エネファーム） 

補助対象者が申請を行う年度又は前年度の、一般

社団法人燃料電池普及促進協会の家庭用燃料電池

システム導入支援事業に係る補助金において対象

として登録された家庭用燃料電池システム 

定置用リチウムイオン

蓄電システム 

以下の要件を満たす設備。 

１．補助対象者が申請を行う年度又は前年度の、

環境省が実施する戸建住宅ＺＥＨ化等支援事業

において補助対象設備として登録された定置用

リチウムイオン蓄電システム 

２．国の重点対策加速化事業に係る補助金申請を
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行っていないもの 

電気自動車充給電設備 

電気自動車への充電及び電気自動車から住宅への

電力の供給が可能な機器で、補助対象者が申請を

行う年度又は前年度の、経済産業省が行うクリー

ンエネルギー自動車導入促進補助金において補助

対象設備として登録された充給電設備（Ｖ２Ｈ充

放電設備） 

別表２ 補助対象経費 

設備の種類 補助対象経費 

住宅用太陽光発電システム 
補助事業において住宅用太陽光発電システムを設置する

ために必要な経費（設備費、工事費） 

家庭用燃料電池システム 

（エネファーム） 

補助事業において家庭用燃料電池システムを設置するた

めに必要な経費（設備費、工事費） 

定置用リチウムイオン蓄電システム 
補助事業において定置用リチウムイオン蓄電システムを

設置するために必要な経費（設備費、工事費） 

電気自動車充給電設備 
補助事業において電気自動車充給電設備を設置するため

に必要な経費（設備費、工事費） 

別表３ 補助額 

設備の種類 補助額 

住宅用太陽光発電システム 

設置する太陽電池モジュールの公称最大出力の値（キロ

ワット表示とし、小数点以下第２位を切り捨てる。）に

１万円を乗じて得た額。ただし、上限は５万円 

家庭用燃料電池システム 上限４万円 

定置用リチウムイオン蓄電システム 上限５万円 

電気自動車充給電設備 上限３万円 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

（ＺＥＨ）等加算 

次の(１)及び(２)の条件に該当する場合、補助額に５万

円を加算する。 

(１) 申請する対象設備に住宅用太陽光発電システムを

含むこと 
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(２) 補助対象者が申請を行う年度の、以下の補助金の

交付が決定している住宅（共同住宅等を除く）で、か

つ事業の実施が確認できるもの 

ア 環境省 戸建住宅ＺＥＨ化等支援事業 

イ 神奈川県 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導

入費補助金 

ウ 国土交通省 子育てエコホーム支援事業（ＺＥＨ

水準住宅、長期優良住宅） 

エ 国土交通省 子育てグリーン住宅支援事業（ＺＥ

Ｈ水準住宅、長期優良住宅、ＧＸ志向型住宅） 

別表４ 財産処分の制限期間 

設備の種類 財産処分の制限期間 

住宅用太陽光発電システム 10年 

家庭用燃料電池システム 

（エネファーム） 
６年 

定置用リチウムイオン蓄電システム ６年 

電気自動車充給電設備 ８年 
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第１号様式（第６条）
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３ 補助事業に係る経費の内訳                                                  
 

住宅用太陽光

発電システム 

家庭用 

燃料電池 

(エネファーム) 

定置用リチウ

ムイオン蓄電

システム 

電気自動車充

給電設備 

ネット・ゼロ

・エネルギー

・ハウス(ZEH)

等加算 

補助事業に要する経費 
(消費税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助事業に要する経費 
(消費税抜き) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
内
訳
） 

 

補助の対象となる 
経費 

（設備費） 

 

 

 

 

（工事費） 

 

 

 

 

（設備費） 

 

 

 

 

（工事費） 

 

 

 

 

（設備費） 

 

 

 

 

（工事費） 

 

 

 

 

（設備費） 

 

 

 

 

（工事費） 

 

 

 

 

補助の対象とならない 
経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本要綱に基づく 
補助金上限額 

①50,000 

②公称最大 

出力(kW) 

×10,000 

①②の低い方 

40,000 50,000 30,000 50,000 

補助金交付申請額 
(千円未満切り捨て) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計                         

 

(単位：円) 
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第２号様式（第７条） 
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第３号様式（第７条） 
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第４号様式（第10条） 
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第５号様式（第10条） 
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第６号様式（第10条） 
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第７号様式（第10条） 
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第８号様式（第10条） 
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第９号様式（第10条） 
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第10号様式（第12条） 
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第11号様式（第13条） 
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第12号様式（第15条） 

 

第 12号様式（第 15条） 

 

鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等処分承認申請書 

 

 

年    月    日 

（宛先）鎌倉市長  

申請者    郵 便 番 号 〒 

住      
           住    所 

〔法人等の場合は所在地） 

                         

フ リ ガ ナ  

氏 名                          

（法人等の場合は名称及び代表者の氏名） 

 

 

鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金交付要綱第 15条の規

定により、次のとおり対象システムの処分承認を申請します。 

 

 

交付決定番号 

 

処分の方法 

 

□売 却    □貸 与   □譲 渡    □担 保   □交 換  □廃 棄 

□その他（                ） 

 

処分の時期    年   月   日 

 

処分の理由    
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第13号様式（第15条） 

 
 

  

第 13号様式（第 15条） 

 

鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等処分承認決定通知書 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 

 

              様 

 

 

鎌倉市長           

 

 

 

   年  月  日付で処分承認申請のありました件について、次のとおり決定

しましたので通知します。 

 

 

   

 

 

決定区分    □承認します 

 

□承認しません（理由：              ） 
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第14号様式（第16条、第17条） 

 

第 14 号様式（第 16 条、第 17 条）  

 

 

鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金  

交付決定取消通知書  

                      

 

 第          号  

年     月     日  

 

       様  

 

                        鎌  倉  市  長     

 

    年   月   日付け鎌環政第    号により交付決定した鎌倉市住宅用再

生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金については、鎌倉市住宅用再生可能

エネルギー・省エネ機器等設置費補助金交付要綱（  第 16 条第１項第  号  ・  第 17

条第１項第  号  ）に基づき、次のとおり補助金交付決定の（  全部  ・  一部  ）を

取消すため、同条（  第２項  ・  第４項  ）の規定により通知します。  

 （交付決定番号      ）  

 

 

  【取消しを行う交付決定の内容と理由】  

交付決定日    年   月   日  

交付決定の内容  

（補助対象設備）  
 

取消しを行う  

理由  
 

備   考   

 

 


